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(57)【要約】
【課題】
【解決手段】本発明は、外骨格を持つ多細胞の外部寄生虫による寄生に対抗するために養
殖魚を処理する方法であって、養殖魚、特に海洋ケージに入れられたサケを第一および第
二のフナムシ処理剤に局所的に暴露することを含み、前記第一のフナムシ処理剤は、カル
バミン酸エステルまたは有機リン酸エステルであり、前記第二のフナムシ処理剤は、ピレ
スロイドまたはピレトリンである方法を提供する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外骨格を持つ多細胞の外部寄生虫による寄生に対抗するために養殖魚を処理する方法で
あって、養殖魚を第一および第二のフナムシ処理剤に局所的に暴露することを含み、前記
第一のフナムシ処理剤は、カルバミン酸エステルまたは有機リン酸エステルであり、前記
第二のフナムシ処理剤は、ピレスロイドまたはピレトリンであることを特徴とする方法。
【請求項２】
　　　　　　前記外部寄生虫は、フナムシである請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記養殖魚は、サケ科の魚である請求項１または２のいずれかに記載の方法。
【請求項４】
　前記養殖魚は、サケである請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記養殖魚は、ケージに入れられている請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記第一のフナムシ処理剤は、アザメチホスおよびジクロルボスから選択され、前記第
二のフナムシ処理剤は、デルタメトリンおよびシペルメトリンから選択される請求項１～
５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記第一のフナムシ処理剤への暴露は、前記第二のフナムシ処理剤への暴露の前に、１
０分～１２時間行われる請求項１～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　カルバミン酸エステルまたは有機リン酸エステルを含む第一の局所的フナムシ処理剤組
成物と、ピレスロイドまたはピレトリンを含む第二の局所的フナムシ処理剤組成物とを別
々の容器に備え、好ましくは、前記請求項のいずれか一項に記載の方法における前記組成
物の使用上の指示をさらに備えたことを特徴とするキット。
【請求項９】
　外骨格を持つ多細胞の外部寄生虫による寄生に対抗するために養殖魚に局所的に適用す
るための局所的フナムシ処理剤組成物を調製するためのピレスロイドまたはピレトリンお
よび有機リン酸エステルまたはカルバミン酸エステルの使用。
【請求項１０】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の方法により魚を処理する際に使用するためのピレ
スロイドまたはピレトリン。
【請求項１１】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の方法により魚を処理する際に使用するための有機
リン酸エステルまたはカルバミン酸エステル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外骨格を持つ多細胞の外部寄生虫、特に甲殻類カイアシ目の外部寄生虫、さ
らに特にレペオフティルス(Lepeophtheirus)属（特に、サケジラミ）やカリグス(Caligus
)属（特に、カリグスエロンガトゥス(Caligus elongates)）の外部寄生虫を駆除するため
に活魚を局所的に処理する方法、その方法に用いる材料および処理キットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　奇妙に思われるかもしれないが、水産養殖において、例えばサケといった養殖魚にフナ
ムシ（シーライス、sea lice）が寄生するという大きな問題が存在する。一般的に、魚は
、周知の化学的フナムシ処理剤である、例えばアザメチホスやジクロルボスといった有機
リン酸エステル(organophosphates)や、例えばデルタメトリンやシペルメトリンといった
ピレスロイドで処理される。
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【０００３】
　現在入手可能な化学的フナムシ処理剤は、一般的に、三つの種類に分類される：有機リ
ン酸エステル（例えば、マラチオン）、カルバミン酸エステル(carbamates)（例えば、カ
ルバリル）およびピレスロイド（例えば、ペルメトリン）。
【０００４】
　しかしながら、これらのフナムシ処理化学物質には有毒作用がある。特に、有機リン酸
エステルの毒性については、例えば養殖場で働く人々に関連して昔から懸念が示されてい
る。有機リン酸エステル中毒は、必ずしも摂取によって起こるのではなく、皮膚呼吸によ
って中毒の徴候が現れることがある。有機リン酸エステル中毒の症状として、過度の唾液
分泌、発汗、鼻漏、筋肉の攣縮、虚弱、振せん、協調不能、頭痛、めまい感、嘔気、嘔吐
、腹部の痙攣、下痢、呼吸抑制、喘鳴、視力障害等が挙げられる。カルバミン酸エステル
は、発汗、視力障害、協調不能および痙攣等の有害反応を引き起こすことがある。同様に
、ピレスロイドは、興奮性神経毒性、変化したドーパミンの取込みおよび皮膚炎等、皮膚
暴露に関する有害反応も引き起こすことがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　これは、養殖業に従事する人々の健康状態や、当然ながら養殖魚の健康状態のみならず
、一般的に水槽ではなくケージに保持されている非幼魚を処理する際にほとんど必然的に
発生する環境への放出に関連した特別な問題である。しかしながら、我々は、有機リン酸
エステルまたはカルバミン酸エステルとピレスロイドとを任意に同時に、好ましくは時間
をずらして、特に好ましくはこの順番に時間をずらして適用することで、これらの化学剤
への暴露を軽減し得ることを発見した。従って、本発明に係る投与は、外部寄生虫のフナ
ムシ処理に対する耐性を克服することよりも、潜在的な有毒化学物質への暴露を軽減させ
ることにより関連したものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　従って、一局面から見ると、本発明は、外骨格を持つ多細胞の外部寄生虫、特にフナム
シによる寄生に対抗（闘う、combat）するために養殖魚を処理する方法であって、養殖魚
、特にケージに入れられた魚を第一および第二のフナムシ処理剤に局所的に暴露すること
を含み、前記第一のフナムシ処理剤は、カルバミン酸エステルまたは有機リン酸エステル
であり、前記第二のフナムシ処理剤は、ピレスロイドまたはピレトリンである方法を提供
する。
【０００７】
　他の局面から見ると、本発明は、本発明に係る方法により魚を処理する際に使用するた
めのピレスロイドまたはピレトリンを提供する。他の局面から見ると、本発明は、本発明
に係る方法により魚を処理する際に使用するための有機リン酸エステルまたはカルバミン
酸エステルを提供する。
【０００８】
　さらに他の局面から見ると、本発明は、カルバミン酸エステルまたは有機リン酸エステ
ルを含む第一の局所的フナムシ処理剤組成物と、ピレスロイドまたはピレトリンを含む第
二の局所的フナムシ処理剤組成物とを別々の容器に備え、好ましくは、本発明に係る方法
における前記組成物の使用上の指示をさらに備えたキットを提供する。
【０００９】
　さらに他の局面から見ると、本発明は、外骨格を持つ多細胞の外部寄生虫による寄生に
対抗するために養殖魚に局所的に適用するための局所的フナムシ処理剤組成物を調製する
ためのカルバミン酸エステルまたは有機リン酸エステルおよびピレスロイドまたはピレト
リンの使用を提供する。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
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　本発明により処理される養殖魚は、外部寄生虫に寄生され易い魚であれば何でも良い。
しかしながら、魚は、コイ、テラピア、タラ、ハリバットであることが特に好ましく、マ
スやサケ等のサケ科の魚、特にサケであることが最も好ましい。
【００１１】
　養殖魚の処理は、フナムシ処理剤が含まれる水環境に魚を投入したり、そのような環境
内を魚に移動させたり、または魚が含まれる水環境にフナムシ処理剤を投入したりする点
で、局所的である。従って、例えば、魚を処理するために水槽に移動させたり、例えば管
や流路といった導管を介し、例えば水槽やケージといったある保持区域から、フナムシ処
理剤が含まれる他の保持区域へと通過させたりしても良い。あるいは、（任意に、例えば
ターポリンといった不浸透性の仕切りでケージを取り囲んだ後、）魚が含まれるケージ、
水槽または池にフナムシ処理剤を放出し、少なくとも一次的にフナムシ処理剤をケージ内
の水の中で保持しても良い。フナムシ処理剤を、例えば海洋ケージ(sea cage)といったケ
ージ内の水に長時間放出し、周囲の水の流れによってフナムシ処理剤がケージから流れ出
る前に、確実に魚を処理剤に暴露することが特に好ましい。処理剤を海洋ケージに放出す
る場合、一般的に、海洋ケージのネットを水深２～２．５メートルまで引き上げ、その後
、不浸透性のターポリンで取り囲み、処理対象のケージを隔離する。一般的に、包囲した
水の水深は、ネットの底とターポリンとの間に幾分隙間（例えば、約０．５～１ｍ）がで
きるよう、約３メートルとしても良い。その後、フナムシ処理剤を、最も分散するよう幾
つかの地点から、用意した海洋ケージに添加しても良い。上記のように、異なるフナムシ
処理剤を連続的に添加したり、複数の導管を介し、または複数の水槽間で連続的に移動さ
せたりすることで、連続的な処理を行っても良い。
【００１２】
　フナムシ処理剤への暴露は、処理剤につき１０～１００分、特に１５～６０分、特に約
２０～４０分行うことが望ましい。処理を連続的に行う場合、１０分～１２時間、特に少
なくとも１５分、例えば１５分～４時間、より好ましくは３０分から３時間、特に約２時
間の間隔をあけ、時間をずらして行うことが望ましい。
【００１３】
　魚は、ピレスロイド／ピレトリンの相乗剤である、例えばピペロニルブトキシドといっ
たモノオキシゲナーゼ阻害剤でも処理（好ましくは、前処理）することが特に好ましい。
これは、ピレスロイド／ピレトリン処理と共に（例えば、ピレスロイド／ピレトリンとの
混合物において）行っても、ピレスロイド／ピレトリン処理の前に行っても良い。例えば
、ピレスロイド／ピレトリンへの暴露の、例えば１２時間～６０時間前、特に２４～４８
時間前に魚の餌と共にこれを投与しても良い。
【００１４】
　二つのフナムシ処理剤組成物は、例えば溶液、分散液、粉末剤等、任意の好都合な局所
適用形態をとり得る。それらは魚が存在している水で希釈されるため、それらの濃度およ
び配合は重要ではない。市販の組成物を用いても良い。
【００１５】
　特に好ましい実施形態において、最初に適用される組成物は、有機リン酸エステル含有
溶液または生理学的に許容し得るカルバミン酸エステル配合物で、後に適用される組成物
は、ピレスロイド含有組成物である。
【００１６】
　本発明において用いる有機リン酸エステルは、皮膚適用に際して生理学的に許容し得る
殺外部寄生虫効果（好ましくは、殺フナムシ効果）を有する有機リン酸エステルであれば
何でも良い。このような化合物は、例えば、マラチオン、パラチオン、ジクロルボス、ア
ザメチホス、クロルピリホス、クロルチオン、トリクロルホン、メチルパラチオンおよび
フェンクロルホスである。しかしながら、アザメチホスまたはジクロルボスを用いること
が好ましい。カルバミン酸エステルを用いる場合、皮膚適用に際して生理学的に許容し得
る殺外部寄生虫効果（好ましくは、殺フナムシ効果）を有するカルバミン酸エステルであ
れば何でも良い。このような化合物の一例として、カルバリルが挙げられる。しかしなが
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【００１７】
　特にフナムシを処理するため、魚を暴露する水の中に存在する有機リン酸エステルまた
はカルバミン酸エステルの濃度は、５～１，０００重量ｐｐｂ、特に１０～５００ｐｐｂ
、特に２０～３００ｐｐｂであることが好ましい。アザメチホスに関しては、好ましい濃
度は４０ｐｐｂであり、ジクロルボスに関しては、２００ｐｐｂである。
【００１８】
　本発明において用いるピレスロイドまたはピレトリンは、皮膚適用に際して生理学的に
許容し得る殺外部寄生虫効果（好ましくは、殺フナムシ効果）を有するピレスロイドまた
はピレトリンであれば何でも良い。このようなピレスロイド化合物は、一般的にピレトリ
ンに比べて好ましく、例えば、ペルメトリン、フェノトリン、シペルメトリン、ピレトリ
ンおよびデルタメトリンである。しかしながら、デルタメトリンまたはシペルメトリンを
用いることが好ましい。ピレトリンを用いる場合、例えば、キク植物等の天然源からこれ
を得ても良い。しかしながら、ピレトリンを用いる場合、（上記のように）相乗剤も用い
ることが好ましい。
【００１９】
　特にフナムシを処理するため、魚を暴露する水の中に存在するピレスロイドまたはピレ
トリンの濃度は、０．５～５０重量ｐｐｂ、特に１～２５ｐｐｂ、特に２～２０ｐｐｂで
あることが好ましい。デルタメトリンの好ましい濃度は、１～２ｐｐｂであり、シペルメ
トリンの好ましい濃度は、５～１０ｐｐｂである。
【００２０】
　その他の外部寄生虫を処理するため、フナムシ処理剤の濃度を適切に調整しても良い。
【００２１】
　本発明の方法は、必要に応じ、例えば７～１０日後に繰り返し行っても良いが、一般的
に、一件の寄生につき一回行えば十分である。
【００２２】
　フナムシ処理剤組成物の一方または両方が、例えばクロロニコチニル（例えば、イミダ
クロプリド）、フェニルピラゾール（例えば、フィプロニル）、オキサジアジン（例えば
、インドキサカルブ）、ピラゾール（例えば、クロルフェナピル）または有機塩素（例え
ば、リンデン）類から選択されるさらなるフナムシ処理剤を含んでいることが有益である
。
【００２３】
　本発明の方法において、有機リン酸エステル／カルバミン酸エステルの後にピレスロイ
ド／ピレトリンを投与することが最も好ましいが、逆順で投与することも有益で、好まし
さには劣るものの、本発明のさらなる局面を構成する。
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【国際調査報告】
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